


ラエティーに富んでいる。特に注毘すべきは輸入青白

磁が豊富に出土していることであろう。この事は殿屋

敷遺跡が一般村落の一部とは違う事を物語ってくれて

いる。調査地から南へ約200mの地点に存在する土肥氏

館跡(推定)の関連施設である可能性が極めて高い。

(米原時教育委員会土井一行)

28.古墳時代大溝と条盟遺構
みのうち 〈ろだ

近江町箕浦黒田遺跡

一般国道 8号(米原ノてイノぐス)に関連する事前試掘

調査。近年の発拙調査によって、黒田遺跡は縄文~平

安時代の複合集落として知られている。今回の試掘調

査においても四時期の遺構が確認されている。

第 I期は縄文時代娩期。遺物の出土のみ確認されて

おり、滋賀里W式・船橋式の突帯文系土器と石製品(擦

石なのである。同時に弥生時代前期の土器も出土し

ており、今後の調査によって明確な時期娼と性格が明

らかにされよう。

第II期は古墳時代前期。庄内・布留期の大溝 (SD 

01)が、延長150mまで確認されており、小形土器や丹

塗土器がまとまって出土する他、東海@北陸・畿内各

地域の影響を受けた土器が多量に出土した。

第III期は奈良時代以前。掘立柱建物群を検出した。

条思景観に対して建物主軸を大きく違わせており、車

るものも確認された。

第W期は平安時代。条皇制のi珪畔遺構を検出した。

黒田遺跡の位置する天野}II右岸沖積地には、北部の長

浜市内より条里景観が拡がっており、ほ場整備の対象

外にあたるため、現在も長地割の地理条里が残されて

いる。黒田遺跡の試掘調査では、条里坪境の皇道、条

里小畦畔、畦畔ブロックを対象として精査した。現存

の畦11伴以外に二時期の畦畔遺構が確認された。最も古

い時期の畦畔遺構から、構築過程が明らかにされた。

平成 4年度には、発掘調査が予定されており、各時

期の遺構がより一層明確にされよう。

第II期の条里畦畔遺構

(近江町教育委員会宮崎幹自)

29.前期環濠集落と出土炭化米
かわささ

長浜市川崎町川崎遺跡

今回検出された潜(環濠)は、周辺の調査の結果と

合わせて、環、濠であると確認された。環濠と思われる

溝から出土する遺物は、そのほとんどが弥生時代前期

(中段階新~新段階古)の土器で、この{也、石包了、

木製農耕具など、稲作に関連する遺物が非常に多い。

環濠(集落)の北側には広大な沼沢地が広がっており、

あるいは環濠の…部とも思われる。環濠は 3~4 本の

溝の単位で、溝の断頭は逆台形である。溝同士の間に

は特に遺構が認められない。また、環濠の外側(環濠

の西傑、東側)にも、伺じ時期の遺構は存在しない。

居住域は環濠の内側にあると考えられるが、慕域は集

落から遠く離れたところにあるようである。

今回の調査地は、遺構の保存状態があまり良くない。

というのも、今回の調査地(環濠集落の西側)の溝の

深さが20~30cmであるのに対して、反対側

の東側)で壮100cm程の深さがあるからである。

この環濠の中から炭化米が出土している。炭化米は

いくつかのブロックになっており、明らかに稲穂を束

ねた状態である。本来、このようなブロック状の炭化

米は、貯蔵施設に伴って出土するが、今回のように、

環濠などに伴って出土することは非常に希である。そ

のためか、炭化米の保存状態は良くない。合計 5ブロ

ックのうち最も大きいものは長さ約 9cm~ 幅約 7 cm、

淳さ約 3cmである。最も小さいものは長さ約 2cm、幅

約 1cm、厚さ約 1cmである。どのブロックも粒が一定

の方向に並び、また、軸も見られ、すべて炭化してい

る。しかし、穂の形、籾の表面模様、古の形、護穎の

形などについては、現在観察中であり、詳しいことは

まだわかっていない。

(長浜市教育委員会技師 ;坂本正裕)

ブロックから剥落した米粒(全長 4，....__ 5 mm) 
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195 I町の
のつめ ひ

「野瓜の樋J
琵琶湖の北東部に位寵する長浜市は東に横山丘酸、

西に琵琶湖をのぞむ姉川以南の平野を占地としている。

姉}IIは当初、横山丘陵東側の山東盆地を流れ天野}II水

系に合流していたが、長浜市域を次第に回選北上し、

現在の位置に至ったものと推測されており、それが形

成した広大な扇状地位の沖積平野は、当該地域の自然

環境を特徴づける最大の要素となっている。

長浜市今川町は、こうした姉}IIの!日流路のひとつの

五井戸市の中流域に所在する。当該地では平成 3年度

(1991) より県営ほ場整備事業が実施されており、こ

のことは如上の自然環境のなかに、景観的に広く認め

られた条呈型水田やそれに基づく巧みな水利体系、ま

たそれにかかる多くの慣行などを消滅させつつある。

ここで紹介しようとする「野爪の樋jとは、そうし

た景観条患を構成した今川町宇野爪に引水するために

設けられた用水施設のことである。坂田郡条盟の 8条

4里27坪①にあたる野爪は、従前より「水が憂いとこJ
として知られ、ふるくから「野}1¥に水を入れると高鍋

がむくるJとさえ言われてきた。つまりこの地では用

水が得難く、たとえ苦労して水を入れたとしてもすぐ

に地下に浸透してしまうので、それを詞[1撤して南西約

1 kmに位置する長浜市大炭巴町(もと高鍋と称した)

に、その水が湧き出ると言ったものである。

その野爪への引水は東側より流れ来る用水路が唯一

のもので、ここでの瀧

しカかユしながら、その途中に五井戸川が存在するため、

用水路はそれと立体交差しなければならなくなる。そ

A : i野爪の樋JB:野爪 C:樋掛り(縮尺:2万介の 1)

f野爪の槌J(西より)

のために設けられた用水施設が「野爪の樋jと称さ

るものである。

今川町の西側にある現在の北陸自動車道の位置は、

奇しくも今川町と宮可町、大東開の古くからの境界に

あたっている。この境界は坂田郡条患の?条.8条の

4里と 5里の境界とも一致し、中世の売地券類の条盟

表記②によって、 ったこ

ともわかっている。今川町の西側にはその坂田荘域を

漉概する基幹水路の傍厳腕}IIの存在が知られるが、こ

れは福能部荘域に属す今川前の水田にとっては用水に

なり得ない構造となっている。そのため、このような

槌が多く設けられたのである。 7条 4盟32坪にあたる
ひがか

水田も樋によって濯概されており、ここの宇名は樋掛

りとなっている。

以上のように「野爪の樋jによって代表される今川

町地先の水田濯慨は、条盟や荘閥、あるいは郷村の境

界が、水利体系の境界としても把握できることが判明

する好例といえる。だからこそ如上の境界が現代にま

で踏襲されてきたものと思われる。

なお、こうした地域は用水路全体からみると流末に

あたる部分なので、水量そのものは貧弱で、ある。その

ため「野爪の樋Jなどは近年までその下を流れる五井

戸川に水汲み場を設け、そこから桶などを用いて人力

により揚水していたという。 i野爪の樋」は先人の稲作

に対する情熱とその苦労を偲び得る記念碑といえる。

(北村圭弘)

注

① 以下の坂田郡条里についての記述は次の文献によ

る。中村林一 (r長浜の11条里J
1963年)

② 坂田郡教育委員会 (r改訂近江田坂田郡志j坂田郡

教育委員会 1941年)所収の

などによる。
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